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(57)【要約】
【課題】より正確に選択還元型ＮＯｘ触媒の劣化診断を
行うことができる選択還元型ＮＯｘ触媒の異常診断装置
を提供する。
【解決手段】内燃機関の排気通路に設けられた選択還元
型ＮＯｘ触媒（３４）と、該選択還元型ＮＯｘ触媒の上
流の排気通路に尿素水を供給する尿素水供給手段（４０
，４２，４４）とを有する排気ガス浄化システムにおい
て、選択還元型ＮＯｘ触媒（３４）の上流側及び下流側
の水分濃度をそれぞれ取得する上流側及び下流側の水分
濃度取得手段（５０，５２）と、前記上流側及び下流側
の水分濃度取得手段によってそれぞれ取得された水分濃
度値に基づき、前記選択還元型ＮＯｘ触媒（３４）の正
常又は異常を診断する診断手段（１００）とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の排気通路に設けられた選択還元型ＮＯｘ触媒と、該選択還元型ＮＯｘ触媒の
上流の排気通路に尿素水を供給する尿素水供給手段とを有する排気ガス浄化システムにお
いて、
　前記選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側及び下流側の水分濃度をそれぞれ取得する上流側及
び下流側の水分濃度取得手段と、
　前記上流側及び下流側の水分濃度取得手段によってそれぞれ取得された水分濃度値に基
づき、前記選択還元型ＮＯｘ触媒の正常又は異常を診断する診断手段と、
を備えたことを特徴とする排気ガス浄化システムの故障診断装置。
【請求項２】
　前記上流側及び下流側の水分濃度取得手段は、排気通路に設けられ、該選択還元型ＮＯ
ｘ触媒の上流側及びその下流側の排気通路内の水分濃度をそれぞれ計測する水分濃度計測
手段を含み、前記選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側の水分濃度計測手段は、前記尿素水供給
手段の下流に設けられていることを特徴とする請求項１記載の排気ガス浄化システムの故
障診断装置。
【請求項３】
　前記上流側及び下流側の水分濃度取得手段は、排気通路に設けられ、該選択還元型ＮＯ
ｘ触媒の上流側及びその下流側の排気通路内の水分濃度をそれぞれ計測する水分濃度計測
手段を含み、前記選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側の水分濃度計測手段は、前記尿素水供給
手段の上流に設けられていることを特徴とする請求項１記載の排気ガス浄化システムの故
障診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の排気ガス浄化システムの故障診断装置、特に選択還元型ＮＯｘ触
媒を備える排気ガス浄化システムの故障診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ディーゼルエンジン等の内燃機関の排気系に配置される排気浄化装置として、
酸素共存下でも選択的にＮＯxを還元剤と反応させる性質を備えた選択還元型ＮＯｘ触媒
が知られている。これは、選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側に必要量の還元剤を添加して、
該還元剤を触媒上にて排出ガス中のＮＯx（窒素酸化物）と還元反応させ、これによりＮ
Ｏxの排出濃度を低減し得るようにしたものである。
【０００３】
　そして、自動車の場合には、還元剤としてのアンモニアそのものを搭載して走行するこ
とに関して安全確保が困難であることから、毒性のない尿素水を還元剤として使用するこ
とが提案されている。即ち、尿素水を選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側で排出ガス中に添加
すれば、該尿素水が排出ガス中でアンモニアと炭酸ガスに熱分解され、排出ガス中のＮＯ
xが選択還元型ＮＯｘ触媒上でアンモニアにより良好に還元浄化されるからである。
【０００４】
　ところで、このような尿素水を還元剤としてＮＯxを還元浄化するようにした排気浄化
装置にあっては、熱や排ガス成分により選択還元型ＮＯｘ触媒が経時的に劣化して、ＮＯ
x低減性能が徐々に低下してくるため、選択還元型ＮＯｘ触媒の初期性能を基準としたま
ま尿素水の添加量制御を継続していると、運転時間が長くなるにつれて、添加した尿素水
に余剰分が生じてしまい、ＮＯxの還元浄化反応に使用されないまま選択還元型ＮＯｘ触
媒の後方へ擦り抜けてしまうアンモニアが生じる虞れがあることから、この対策として、
選択還元型ＮＯｘ触媒の前後で排出ガス中のＮＯx濃度をＮＯxセンサにより検出して、尿
素水の添加量に見合う適切なＮＯx低減率が得られているかどうかを監視し、必要な量の
尿素水を添加しているにもかかわらず適切なＮＯx低減率が得られない場合に、選択還元
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型ＮＯｘ触媒に経時劣化が生じているものと判断する技術が提案されている（例えば、特
許文献１参照）。
【０００５】
　ところで、選択還元型ＮＯｘ触媒の前後で排出ガス中のＮＯx濃度が予想通りに低下し
ない現象は、必ずしも選択還元型ＮＯｘ触媒の長期使用による経時劣化だけに依存するも
のではなく、そのＮＯx濃度の検出時点における排気温度（触媒活性に影響）などにも大
きく依存しているため、選択還元型ＮＯｘ触媒の前後で排出ガス中のＮＯx濃度が予想通
りに低下しないからといって、それが選択還元型ＮＯｘ触媒の経時劣化によるものとは一
概に決めつけられない面があり、また、ＮＯxセンサの応答性や出力特性などにもバラツ
キがあるため、精度の高いＮＯx濃度の検出が困難である。
【０００６】
　そこで、選択還元型ＮＯｘ触媒の入側に排出ガスの温度を検出する温度センサを備える
と共に、該温度センサからの検出信号に基づき排出ガスが所定温度以上となっている時の
運転時間を積算して選択還元型ＮＯｘ触媒の経時劣化の度合を推定する技術が、特許文献
２に開示されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１６１７３２号公報
【特許文献２】特開２００６－２４２０９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、特許文献１に記載のＮＯxセンサのみを用いるものは、上述のように、ＮＯx
センサの出力特性のバラツキなどに起因して精度の高いＮＯx濃度の検出が困難であり、
また、特許文献２に開示されている、排出ガスが所定温度以上となっている時の運転時間
を積算して選択還元型ＮＯｘ触媒の経時劣化の度合を推定する技術でも、自動車に搭載さ
れた選択還元型ＮＯｘ触媒の交換時期等を決定するための診断のような場合には、上述の
ような所定の運転時間の積算のみでその診断を正確に行うことは困難である。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、より正確に選択還元型ＮＯｘ触媒の劣化診断を行うことがで
きる選択還元型ＮＯｘ触媒の異常診断装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するための本発明に係る排気ガス浄化システムの故障診断装置の一形態
は、内燃機関の排気通路に設けられた選択還元型ＮＯｘ触媒と、該選択還元型ＮＯｘ触媒
の上流の排気通路に尿素水を供給する尿素水供給手段とを有する排気ガス浄化システムに
おいて、前記選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側及び下流側の水分濃度をそれぞれ取得する上
流側及び下流側の水分濃度取得手段と、前記上流側及び下流側の水分濃度取得手段によっ
てそれぞれ取得された水分濃度値に基づき、前記選択還元型ＮＯｘ触媒の正常又は異常を
診断する診断手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　上記一形態によれば、排気通路に設けられた選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側及びその下
流側の排気通路内の水分濃度が水分濃度取得手段によってそれぞれ取得される。すなわち
、選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側においては、吸気からの大気中水分、内燃機関における
燃焼により生ずる反応水分、及び尿素水供給手段により供給された尿素水中の水分による
排気ガス中の水分濃度が取得される一方、選択還元型ＮＯｘ触媒の下流側においては、ア
ンモニアによりＮＯｘが還元されることにより発生する水分が加えられた排気ガス中の水
分濃度が取得される。この選択還元型ＮＯｘ触媒上で発生する水分の量は、選択還元型Ｎ
Ｏｘ触媒においてＮＯｘの還元反応に使用されたアンモニアの量、換言すると、ＮＯｘ処
理量、延いては、選択還元型ＮＯｘ触媒の触媒能に比例する。そこで、診断手段により、
上流側及び下流側の水分濃度取得手段によってそれぞれ取得された水分濃度値に基づいて
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、すなわち、上流側の水分濃度値と下流側の水分濃度値とによって、水分濃度の変化量が
求められ、この変化量が予め求められていた基準値と比較されて選択還元型ＮＯｘ触媒の
正常又は異常が診断される。したがって、この形態によれば、外部からの特別な操作を必
要とすることなく、換言すると、ＮＯｘ触媒の活性度が高いのに敢えてＮＯｘ浄化能が低
い状態を作り出すなどの排気エミッションを敢えて悪化させることなく、通常のＮＯｘ処
理過程で単に水分濃度の変化に基づき選択還元型ＮＯｘ触媒の正確な正常又は異常の診断
を行うことができる。
【００１２】
　ここで、上記一形態の排気ガス浄化システムの故障診断装置において、前記上流側及び
下流側の水分濃度取得手段は、排気通路に設けられ、該選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側及
びその下流側の排気通路内の水分濃度をそれぞれ計測する水分濃度計測手段を含み、前記
選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側の水分濃度計測手段は、前記尿素水供給手段の下流に設け
られていてもよい。
【００１３】
　この形態によれば、選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側及びその下流側のいずれにおいても
、それぞれの水分濃度が水分濃度計測手段により計測される。そして、選択還元型ＮＯｘ
触媒の上流側の水分濃度計測手段が尿素水供給手段の下流に設けられていることから、尿
素水供給手段により供給された尿素水中の水分による排気ガス中の水分濃度をも含めて水
分濃度計測手段により計測できるので簡単に水分濃度を把握することができる。
【００１４】
　また、上記一形態の排気ガス浄化システムの故障診断装置において、前記上流側及び下
流側の水分濃度取得手段は、排気通路に設けられ、該選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側及び
その下流側の排気通路内の水分濃度をそれぞれ計測する水分濃度計測手段を含み、前記選
択還元型ＮＯｘ触媒の上流側の水分濃度計測手段は、前記尿素水供給手段の上流に設けら
れていてもよい。
【００１５】
　この形態によれば、選択還元型ＮＯｘ触媒の上流側及びその下流側のいずれにおいても
、それぞれの水分濃度が水分濃度取得手段により取得される。そして、選択還元型ＮＯｘ
触媒の上流側の水分濃度計測手段が尿素水供給手段の上流に設けられていることから、水
分濃度計測手段が尿素水供給手段により供給された尿素水の水分付着や噴霧の分布むらな
どによる影響を受けることがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態を説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の実施形態に係る内燃機関の概略的なシステム図である。図中、１０は
、自動車用の圧縮着火式内燃機関即ちディーゼルエンジンであり、１１は吸気ポートに連
通されている吸気マニフォルド、１２は排気ポートに連通されている排気マニフォルド、
１３は燃焼室である。本実施形態では、不図示の燃料タンクから高圧ポンプ１７に供給さ
れた燃料が、高圧ポンプ１７によりコモンレール１８に圧送されて高圧状態で蓄圧され、
このコモンレール１８内の高圧燃料がインジェクタ１４から燃焼室１３内に直接噴射供給
される。エンジン１０からの排気ガスは、排気マニフォルド１２からターボチャージャ１
９を経た後にその下流の排気通路１５に流され、後述のように浄化処理された後、大気に
排出される。なお、ディーゼルエンジンの形態としてはこのようなコモンレール式燃料噴
射装置を備えたものに限らない。またＥＧＲ装置などの他の排気浄化デバイスを含むこと
も任意である。
【００１８】
　他方、エアクリーナ２０から吸気通路２１内に導入された吸入空気は、エアフローメー
タ２２、ターボチャージャ１９、インタークーラ２３、スロットルバルブ２４を順に通過
して吸気マニフォルド１１に至る。エアフローメータ２２は吸入空気量を検出するための
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センサであり、具体的には吸入空気の流量に応じた信号を出力する。スロットルバルブ２
４には電子制御式のものが採用されている。
【００１９】
　排気通路１５には、上流側から順に排気ガス中に含まれる未燃成分を酸化処理する酸化
触媒３０、微粒子（ＰＭ）を捕捉して処理するＤＰＦ触媒３２及びその通路内の排気ガス
中に含まれるＮＯｘを還元して浄化するＮＯｘ触媒３４が設けられている。本実施形態の
ＮＯｘ触媒３４は選択還元型ＮＯｘ触媒であり、還元剤が添加されたときにＮＯｘを連続
的に還元して浄化し得る。
【００２０】
　ＤＰＦ触媒３２の下流で選択還元型ＮＯｘ触媒３４の上流側の排気通路１５には、選択
還元型ＮＯｘ触媒３４に還元剤としての尿素を選択的に添加するための添加弁４０が設け
られている。尿素は尿素水溶液の形で使用され、添加弁４０から下流側の選択還元型ＮＯ
ｘ触媒３４に向かって排気通路１５内に噴射供給される。添加弁４０には、これに尿素水
溶液を供給するための供給装置４２が接続され、供給装置４２には尿素水溶液を貯留する
タンク４４が接続されている。
【００２１】
　また、エンジン全体の制御を司る制御手段としての電子制御ユニット（以下ＥＣＵと称
す）１００が設けられている。ＥＣＵｌ００は，デジタルコンピュータからなり、双方向
バスによって相互に接続されたＲＯＭ（リードオンリメモリ）、ＲＡＭ（ランダムアクセ
スメモリ）、ＣＰＵ（セントラルプロセッサユニット）、入力ポート、出力ポートおよび
記憶装置等を含むものである。ＥＣＵ１００は、各種センサ類の検出値等に基づいて、所
望のエンジン制御が実行されるように、インジェクタ１４、高圧ポンプ１７、スロットル
バルブ２４等を制御する。またＥＣＵ１００は、尿素添加量を制御すべく、添加弁４０及
び供給装置４２を制御する。また、ＥＣＵｌ００は、ＲＯＭに格納されたプログラムを実
行することによって、後述する故障診断処理をも実行することが可能に構成されており、
本発明に係る排気ガス浄化システムの故障診断装置の一例としても機能するように構成さ
れている。
【００２２】
　ＥＣＵ１００に接続されるセンサ類としては、前述のエアフローメータ２２の他、本実
施の形態では添加弁４０の下流側であって選択還元型ＮＯｘ触媒３４の上流側に設けられ
た触媒前水分濃度センサ５０と選択還元型ＮＯｘ触媒３４の下流側に設けられた触媒後水
分濃度センサ５２、及び、同じく添加弁４０の下流側であって選択還元型ＮＯｘ触媒３４
の上流側と下流側にそれぞれ触媒前水分濃度センサ５０及び触媒後水分濃度センサ５２に
近接して設けられた触媒前排気温センサ５４及び触媒後排気温センサ５６が含まれる。触
媒前水分濃度センサ５０及び触媒後水分濃度センサ５２は、それぞれ、その設置位置にお
ける排気ガスの水分濃度に応じた信号をＥＣＵ１００に出力する。触媒前排気温センサ５
４及び触媒後排気温センサ５６は、それぞれ、それら設置位置における排気ガスの温度に
応じた信号をＥＣＵ１００に出力する。
【００２３】
　ここで、上述の排気温センサとしてはサーミスタ、水分濃度センサとしては静電容量タ
イプのものなどが用いられ得る。この静電容量タイプの水分濃度センサは、例えば、図２
に示すように、セラミック基板２００上に、導電金属層２０２、多孔質セラミック絶縁層
２０４、及び多孔質金属導電層２０６が順に積層されて形成されており、多孔質金属導電
層２０６を透過した水分が多孔質セラミック絶縁層２０４に吸着されるとき、この吸着さ
れる水分量に応じて両導電層２０２、２０６間の電気容量が変化するのを利用して、水分
濃度を計測する。なお、水分濃度センサとしては上述の静電容量タイプに限られないこと
はいうまでもない。
【００２４】
　また他のセンサ類として、クランク角センサ２６及びアクセル開度センサ２７がＥＣＵ
１００に接続されている。クランク角センサ２６はクランク角の回転時にクランクパルス
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信号をＥＣＵ１００に出力し、ＥＣＵ１００はそのクランクパルス信号に基づきエンジン
１０のクランク角を検出すると共に、エンジン１０の回転速度を計算する。アクセル開度
センサ２７は、ユーザによって操作されるアクセルペダルの開度（アクセル開度）に応じ
た信号をＥＣＵ１００に出力する。
【００２５】
　選択還元型ＮＯｘ触媒（SCR: Selective Catalytic Reduction）３４は、ゼオライト又
はアルミナなどの基材表面にＰｔなどの貴金属を担持したものや、その基材表面にＣｕ等
の遷移金属をイオン交換して担持させたもの、その基材表面にチタニヤ／バナジウム触媒
（Ｖ2Ｏ5／ＷＯ3／ＴｉＯ2）を担持させたもの等が例示できる。選択還元型ＮＯｘ触媒３
４は、その触媒温度（触媒床温）が活性温度域にあり、且つ、還元剤としての尿素が添加
されているときにＮＯｘを還元浄化する。尿素水が触媒に添加されると、下記の化学反応
式などに代表的に示されるように、選択還元型ＮＯｘ触媒上でアンモニア（ＮＨ3）が生
成され、このアンモニアがＮＯｘと反応してＮＯｘが還元され、窒素（Ｎ2）と水（Ｈ2Ｏ
）が生成される。
　・ＣＯ（ＮＨ2）2＋Ｈ2Ｏ　→　２ＮＨ3＋ＣＯ2

　・４ＮＯ＋４ＮＨ3＋Ｏ2　→　４Ｎ2＋６Ｈ2Ｏ
　・６ＮＯ2＋８ＮＨ3　→　７Ｎ2＋１２Ｈ2Ｏ
【００２６】
　選択還元型ＮＯｘ触媒３４に対する尿素添加量は、本実施形態では、エンジン運転状態
（例えばエンジン回転速度とアクセル開度）の情報に基づいて、処理すべきＮＯｘ発生量
に対応した基本的な尿素水添加量が予め実験により求められて設定されている制御マップ
から読み出されて決定される。また、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の下流に設けられた不図
示のＮＯｘセンサに検出されるＮＯｘ濃度に基づき、ＥＣＵ１００により制御されてもよ
い。具体的には、ＮＯｘ濃度の検出値が常にゼロになるように添加弁４０からの尿素噴射
量が制御される。この場合、触媒後ＮＯｘ濃度の検出値のみに基づいて尿素噴射量を設定
してもよく、或いは、上述のエンジン運転状態（例えばエンジン回転速度とアクセル開度
）の情報に基づく基本的な尿素水添加量が制御マップから読み出されて決定され、これが
ＮＯｘセンサの検出値に基づきフィードバック補正制御されてもよい。選択還元型ＮＯｘ
触媒３４は尿素添加時のみＮＯｘを還元可能なので、通常、尿素水は常時添加される。ま
た、エンジンから排出されるＮＯｘを還元するのに必要な最小限の量しか尿素が添加され
ないよう、制御が行われる。過剰に尿素を添加するとアンモニアが触媒下流に排出されて
しまい（所謂ＮＨ3スリップ）、異臭等の原因となるからである。
【００２７】
　次に、本実施の形態における選択還元型ＮＯｘ触媒３４の正常又は異常の診断を実行す
るための処理手順の一例を、図３のフローチャートを参照しつつ説明する。図示されるル
ーチンはＥＣＵ１００により所定周期（例えば１６ｍｓｅｃ）毎に繰り返し実行される。
【００２８】
　まず、最初のステップＳ３０１では、診断を実行するための所定条件が成立したか否か
が判定される。具体的に例示すると、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の床温が後述するように
所定温度範囲内にあるか否か、水分濃度センサ５０、５２が活性済みであるか否か、尿素
水添加制御中であるか否か、及び後述の如く正常又は異常の診断が未完了か否かが判定さ
れる。これらの所定条件のいずれか一つでも成立していないときは、本ルーチンは一旦終
了される。所定条件が成立していないときに診断を実行しても正しい診断はできないから
である。
【００２９】
　ここで、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の床温Ｔｃを求める方法につき説明する。選択還元
型ＮＯｘ触媒３４の温度は、触媒に埋設した温度センサにより直接検出することもできる
が、本実施形態ではそれを推定することとしている。具体的には、ＥＣＵ１００が、触媒
前排気温センサ５４及び触媒後排気温センサ５６によりそれぞれ検出された触媒前排気温
及び触媒後排気温に基づき、床温を推定する。
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【００３０】
　今、選択還元型ＮＯｘ触媒３４に流入する触媒上流側の排気ガスの温度をＴｆ（℃）、
その排気ガスのガス量をＧａ（ｇ／ｓ）とする。ここで排気ガスのガス量はエンジンに吸
入される空気量と等しいとみなせることから、その吸入空気量Ｇａを排気ガス量としてい
る。この排気ガス量は単位時間（ここでは１秒）当たりに触媒に流入する排気ガス量であ
る。他方、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の床温をＴｃ（℃）、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の
重量をＭｃ（ｇ）、選択還元型ＮＯｘ触媒３４から排出される触媒下流側の排気ガスの温
度をＴｒ（℃）とする。
【００３１】
　さらに、触媒上流側の排気ガスの持つ熱エネルギをＥｆ、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の
持つ熱エネルギをＥｃとする。これら熱エネルギＥｆ，Ｅｃは次式（１）、（２）により
表すことができる。但し、Ｃｇは排気ガスの比熱比、Ｃｃは選択還元型ＮＯｘ触媒３４の
比熱比で、両者は一定値である。
Ｅｆ＝Ｇａ×Ｔｆ×Ｃｇ（Ｊ／ｓ）　・・・（１）
Ｅｃ＝Ｍｃ×Ｔｃ×Ｃｃ（Ｊ）　・・・（２）
【００３２】
　ところで、熱エネルギＥｃを持った選択還元型ＮＯｘ触媒３４に、熱エネルギＥｆを持
った排気ガスが供給された場合の熱平衡を考えると、排気ガスの供給開始時点から単位時
間経過後に選択還元型ＮＯｘ触媒３４及び排気ガスが熱平衡状態になったと考え、熱平衡
後の両者の温度をＴｍとすると、熱平衡の式は次式（３）で表される。
Ｅｆ＋Ｅｃ＝Ｇａ×Ｔｍ×Ｃｇ＋Ｍｃ×Ｔｍ×Ｃｃ　・・・（３）
【００３３】
　この温度Ｔｍが選択還元型ＮＯｘ触媒３４の推定温度の基本的な値である。しかしなが
ら、実際には、排気ガスと選択還元型ＮＯｘ触媒３４との間で完全な熱平衡状態に至る訳
ではなく、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の下流側に温度Ｔｒの排気ガスが排出され、熱エネ
ルギが逃げている。よってその温度Ｔｒに基づいて下流側に逃げた熱エネルギＥｒが計算
され、これにより選択還元型ＮＯｘ触媒３４の基本推定温度Ｔｍがフィードバック補正さ
れ、最終的な推定床温Ｔｃが算出される。
【００３４】
　上記の説明から理解されるように、本実施形態では、選択還元型ＮＯｘ触媒上流側の排
気ガス温度である触媒前排気温Ｔｆが触媒前排気温センサ５４で検出され、選択還元型Ｎ
Ｏｘ触媒下流側の排気ガス温度である触媒後排気温Ｔｒが触媒後排気温センサ５６で検出
される。そして、排気ガス量と等価とみなせる吸入空気量Ｇａがエアフローメータ２２で
検出される。これら検出値に基づき、ＥＣＵ１００が、ＮＯｘ触媒３４の床温Ｔｃを推定
する。
【００３５】
　そして、ステップＳ３０１ではこの推定された床温Ｔｃが所定の温度範囲（例えば、２
００～４００℃）内にあるか否かが判断される。また、同時に水分濃度センサ５０、５２
が活性済みであるか否かが、例えば、検知されたインピーダンスが水分濃度センサ５０、
５２の活性温度に対応する所定値に到達したか否かにより、さらに、尿素水の添加制御中
であるか否かが、例えば、添加弁４０へのＥＣＵ１００からの開弁作動制御信号の有無に
より判定される。これらの判定の結果、所定条件が成立しているときに次のステップＳ３
０２に進む。
【００３６】
　なお、上述の所定条件として、さらに、触媒前排気温センサ５４で検出される触媒前排
気温Ｔｆ及びエアフローメータ２２で検出される吸入空気量Ｇａに基づき、添加弁４０か
ら噴射供給される尿素水の水分が必ず蒸発して水蒸気となる条件を設定するようにしても
よい。このようにすると、より正確に水分濃度延いては水分濃度の変化を把握できるので
、より正確に後述する選択還元型ＮＯｘ触媒３４の正常又は異常の診断が行なわれること
になる。
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【００３７】
　次にステップＳ３０２においては、触媒前水分濃度センサ５０及び触媒後水分濃度セン
サ５２の計測値により、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の上流の水分濃度ｄＷｆ及び下流の水
分濃度ｄＷｒがそれぞれ取得される。本実施形態において、触媒前水分濃度センサ５０に
より計測される選択還元型ＮＯｘ触媒３４の上流の排気ガス中の水分濃度ｄＷｆは、吸入
空気に含まれる大気中水分、内燃機関における燃焼による反応水分、及び添加弁４０から
噴射供給された尿素水中の水分による水分濃度である。一方、触媒後水分濃度センサ５２
により計測される選択還元型ＮＯｘ触媒３４の下流の排気ガス中の水分濃度ｄＷｒは、上
流側の水分濃度ｄＷｆに対し、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の触媒能（ＮＯｘ処理能力）に
比例して生成された水分の量が付加された水分濃度となる。
【００３８】
　なお、触媒前水分濃度センサ５０及び触媒後水分濃度センサ５２により計測された水分
濃度ｄＷｆ及びｄＷｒは、それぞれ、触媒前排気温センサ５４で検出された触媒前排気温
Ｔｆ及び触媒後排気温センサ５６で検出された触媒後排気温Ｔｒに基づいて、補正されて
もよい。触媒前水分濃度センサ５０及び触媒後水分濃度センサ５２の周りの雰囲気温度に
より水分濃度は変わり得るからである。
【００３９】
　そこで、次のステップＳ３０３において、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の上下流での水分
濃度の変化量が両計測値の差ｄＷcとして、次式（４）により算出される。
　ｄＷc　＝　ｄＷｒ　－　ｄＷｆ　・・・（４）
【００４０】
　さらに、ステップＳ３０４に進み、上述の選択還元型ＮＯｘ触媒３４の上下流での水分
濃度の差ｄＷcが所定値ｄＷsを超えているか否かが判定される。この所定値ｄＷsは以下
のように設定されてもよい。例えば、上述の添加弁４０から噴射供給される所定の尿素水
量に対応して、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の触媒能（ＮＯｘ処理能力）が新品状態の１０
０％のとき、選択還元型ＮＯｘ触媒３４にて生成される水分量が求められ、この水分量に
起因する水分濃度の変化量が予め実験などにより求められる。そして、この触媒能が１０
０％のときの水分濃度の変化量に基づき、その許容範囲の水分濃度の変化量が診断基準値
として設定されるのである。そして、この診断基準値は尿素水量に対応されてマップに保
管される。他の方法としては、所定の尿素水量に対応する上述の触媒能が１００％のとき
の水分濃度の変化量値がマップに保管され、これに対し許容範囲を表す所定の率（＜１０
０％）を乗じて、診断基準値としてもよい。この場合には、必要に応じて乗ずる所定の率
を変更することにより、診断基準値を変えることができる。
【００４１】
　かくて、上流側の水分濃度値ｄＷｒと下流側の水分濃度値ｄＷｆとによって、水分濃度
の変化量（ｄＷｒ　－　ｄＷｆ）が求められ、この水分濃度の変化量が例えば予め求めら
れてマップに設定されている診断基準値としての所定値ｄＷsと比較されて、選択還元型
ＮＯｘ触媒３４の正常又は異常が診断される。
【００４２】
　したがって、この水分濃度の変化量が所定値ｄＷｓより大きいときは、選択還元型ＮＯ
ｘ触媒３４の触媒能は１００％に近い許容範囲内にあるのでステップＳ３０５に進み、選
択還元型ＮＯｘ触媒正常と判定し本ルーチンは終了される一方、この水分濃度の変化量が
所定値ｄＷｓを下回るときは、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の触媒能が許容範囲外にあるの
でステップＳ３０６に進み、選択還元型ＮＯｘ触媒異常と判定し本ルーチンは終了される
。ここで、異常と診断されたときには、公知の手法により運転者に適宜警報などが与えら
れるのが好ましい。
【００４３】
　なお、図３のフローチャートには図示しないが、本ルーチンにおいて選択還元型ＮＯｘ
触媒３４の正常又は異常の判定が行われた際には、正常又は異常の診断が完了した旨のフ
ラグがセットされる。このフラグがセットされた場合には、上述のステップＳ３０１にお
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ップＳ３０２以降の診断ステップは実行されない。これは、正常又は異常の診断は一走行
（トリップ）当り少なくとも一度実行されれば十分であるからである。したがって、エン
ジン１０が停止されたときには、このフラグがリセットされるのが好ましい。
【００４４】
　この実施形態によれば、外部からの特別な操作を必要とすることなく、運転状態に対応
した通常のＮＯｘ処理過程における基本的な尿素水添加量による水分濃度の変化に基づき
選択還元型ＮＯｘ触媒の正常又は異常が診断されるので、エミッションの悪化を伴うこと
なく正確な診断を行うことができる。
【００４５】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は他の実施形態を採ることも可
能である。例えば、図４に示すように、触媒前水分濃度センサ５０と触媒前排気温センサ
５４とをそれぞれ添加弁４０の上流側に設けるようにしてもよい。この場合には、触媒前
水分濃度センサ５０は添加弁４０から噴射供給される尿素水に含まれる水分の影響を受け
ることなく、排気ガス中の水分濃度を計測することになる。より具体的には、尿素水の噴
霧液滴が直接に触媒前水分濃度センサ５０にかかったり、噴霧の分布むらによる濃淡や水
蒸気状と液体状での差による触媒前水分濃度センサ５０の計測誤差の発生を防止すること
ができる。但し、この場合には、選択還元型ＮＯｘ触媒３４の上流側における水分濃度の
把握が、吸気からの大気中水分及び内燃機関における燃焼により生ずる反応水分に起因す
る水分濃度については、触媒前水分濃度センサ５０の計測により取得される一方、添加弁
４０から噴射供給された尿素水中の水分に起因する水分濃度については、尿素水供給量と
吸入空気量（排気ガス量）から計算により求め、これらを加えることにより行われること
になる。
【００４６】
　なお、本発明の実施形態は前述の実施形態のみに限らず、特許請求の範囲によって規定
される本発明の思想に包含されるあらゆる変形例や応用例、均等物が本発明に含まれる。
したがって本発明は、限定的に解釈されるべきではなく、本発明の思想の範囲内に帰属す
る他の任意の技術にも適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一実施形態に係る排気ガス浄化システムの故障診断装置を示す概略図で
ある。
【図２】本発明の実施形態に係る水分濃度センサの一例を示す分解斜視図である。
【図３】本発明の実施形態において正常又は異常の診断処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図４】本発明の他の実施形態に係る排気ガス浄化システムの故障診断装置を示す概略図
である。ＮＯｘ浄化率の実際の立ち上がりを示すグラフである。
【符号の説明】
【００４８】
　１０　　エンジン
　１５　　排気通路
　３４　　選択還元型ＮＯｘ触媒
　４０　　添加弁
　４２　　供給装置
　５０　　触媒前水分濃度センサ
　５２　　触媒後水分濃度センサ
　５４　　触媒前排気温センサ
　５６　　触媒後排気温センサ
１００　電子制御ユニット（ＥＣＵ）
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【図３】 【図４】



(11) JP 2009-102995 A 2009.5.14

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 3G091 AA02  AA10  AA11  AA18  AB02  AB04  AB13  BA33  BA34  CA17 
　　　　 　　        EA05  EA17  EA18  EA21  EA37  FC01  FC10  HA10  HA15  HA16 
　　　　 　　        HA36  HA37  HA47 
　　　　 　　  4D048 AA06  AA14  AA18  AB01  AB02  AC03  CC32  CC41  CC47  CC61 
　　　　 　　        CD06 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

